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つまづかない為の用途変更
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   稲場 利行

はじめに

建物の所有者が用途変更を考えた時、意外と簡単にできると思い事業構想

を始めます。

しかし、構想を実現するには「現況の建物に関する十分な資料」と「建物の状

態が適切」でないと進められません。はじめてからつまづかない為に、分かり

易い解説をチェックリスト方式でご説明します。

用途変更は事前対策が重要

ＮＥＴで「用途変更」を調べると、変更する事の「行政への申請の要否」と「必

要書類」が書かれています。

しかし、現況建物の状態が、用途変更を申請するのに不適切な状態の場合の

対応が書かれていません。又必要書類が無い場合の対策がかかれていませ

ん。

対策は簡単ではない事が多く、時間もかかり費用もかかることが多いので、

事前に対策を知っておくことは重要です。

用途変更の構想がスタートすると予算把握が先行して行政対策が遅れ、つま

づくことが多いです。具体的な対策は行政との折衝で程度が明確になり予測

は難しいです。
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用途変更とは

用途変更とは、確認申請を取得した時の用途を変更することです。

行政への届出（確認申請に準ずる）が必要なのは

①特殊建築物（注釈参照）に用途を変更する場合で、

②変更又は累計変更（注釈参照）面積が 100 ㎡（Ａ２:参照）を超え、

③類似の用途（Ａ１：参照）では無い。（特殊建築物と類似の用途は異なる。）

以上の場合です。但し いずれの場合も消防署との協議は必要です。

【特殊建築物とは下表の用途】

【Ａ１：類似の用途】

【Ａ２:100 ㎡とは用途に関連するすべての諸室の面積。例：飲食店舗は

厨房･前室･倉庫など含む。

累計で面積を超えるとは、最新の国通達：平成 28 年 3 月 用途変更の円滑化

に書かれています。】
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用途変更をしないで工事すると

重大な結果を招くこともあります。当事務所が直面した事例では、

「住宅地で認められない飲食店舗に用途変更し、工事は完了しました。しかし

住民の指摘があり、行政査察を受け店舗を住宅に戻す工事をした」事例もあり

ます。

又 重大な違法用途変更（注釈参照）で人災が起きますと建物所有者の責任

が訴追されます。

設計士も姉歯事件以来、罰則が重くなり無届は尻ごみしますので、建築士

不在で進みます。この様な事案では様々な重要法規が無視され、あとで建物

所有者が困ることになります。

【重大な違法用途変更とは、人命にかかわる防災･避難等で必要な対策】

〔既存建物の状態編 チェックリスト〕

以下は「高さ 31ｍ以内の通常の確認申請を取得」した建物を竣工後用途変

更する場合を想定しています。行政の最大値の指導を予想しています。

青字にはＮＥＴの関連記事にリンクしています。

ＣＨ１ 建物は確認済証（注釈参照）の交付を受けているか。

     □受けている。  

□受けていない。 →無届建築なので用途変更は不可。

□分からない。→

  Ａ２： 行政に台帳がある場合、交付の有無、検査済み証の有無

が分かります。証明書の発行も可能です。
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【確認済証とは、建築確認済証のことで、建築物の工事に着手する前にそ

の計画が建築基準法に適合するかどうかを審査し（建築確認申請）、内容

が確認された場合に発行されるもの。昔は建築確認通知書となってい

た。】

ＣＨ２ 建物は検査済証の交付を受けているか。

     □受けている。  

□分からない →Ａ２へ

□受けていない。→

Ａ３： 指定機関に「確認申請を受けたと時と同じになっている

か」を調べてもらう。次のガイドラインで調べ適合状態の

判定を得る必要がある。

   費用と時間がかかる。適合していない場合、不適合部分

を適合になる様に工事が必要。

         「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を

活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライ

ン」について

    【検査済証とは、工事途中の中間検査や工事完了時の行政による完

了検査においてその工事が建築基準法に適合しているかどうかを検

査し、合格した場合に発行されるもの。】

ＣＨ３ 竣工後、届出が必要な無届（注釈参照）の用途変更はあるか

     □無い
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     □分からない →Ａ４： 設計者が確認申請副本と照らして調査を

する。

    □有る → □無届の用途変更は適法な内容

           □無届の用途変更は不適合な内容→

Ａ５： 無届の用途変更を適合する用途に変更し、今

回の用途変更と合わせて申請できるか行政判断を

仰ぐ。

    【無届とは、確認申請をしていない、又はしたが確認申請済証を

交付されていない用途変更】

ＣＨ４ 竣工後、届出が必要な間取り等の変更はあるか

     □無い。

     □分からない。 →Ａ４： 設計者が確認申請済証の副本と照らし

て調査をする。

     □有る。 → Ａ６： 今回の用途変更と合わせてできるか、行政判

断を仰ぐ。間取り変更に不適合があれば適合に

直す。

ＣＨ５ 竣工後、無届「増築･改築・大規模な模様替え・修繕」があるか。

     □無い

     □分からない →Ａ４： 設計者が確認申請副本と照らして調査を

する

     □有る → Ａ７： 確認申請が必要。

             現況が確認申請が出来ない状態の場合は、行
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政と協議する。無届の増築･改築は解体しなけ

ればならない場合もある。

【事例： 工場（敷地約１万㎡）に多数の棟があり、数棟は無届・用途違

反。当事務所は敷地分割を行政と交渉。

行政との協議で解決した事は「無届棟をいきなり全て解体しないで

数年にわたり計画解体すること」。これにより、敷地分割を可能にした。

約半年かかった】

ＣＨ６ 竣工後に敷地の増減があるか

     □無い。

     □増がある。→ 既存不適格の恐れもあるので行政と遡及につ

いて協議する。

     □減がある。→ 法に適合（注参照）しない場合もあるので行政と

協議する。

  【法に不適合の事例： 建蔽率･容積率・日影・斜線制限などに抵触す

る場合は、現況建物が不法建築になるので用途変更は出来ない】       

    

〔申請に関する資料編〕

ＣＨ７ 建物は確認済証の交付を受けているが、確認申請の副本（※１）はある

か。

     □有る

     □無い → Ａ８：設計者に竣工図等で申請図の副本（注釈参照）

を再現し申請時の法規を現況と照らしチェックする。
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【副本とは、 行政が確認申請の審査をした証拠になる捺印のある設

計図書。通常図書の裏に捺印されることがあり裏判図面ともいう】

ＣＨ８ 副本の平面図に防火区画等を示す色塗りした図面はあるか

     □有る

     □無い→ Ａ９： 図面を精査し復元図を作成し副本と同等になる

か行政と協議する。

ＣＨ９ □構造計算書はあるか。

     □有る

     □無い→ Ａ１０： 用途変更で構造の安全を確認する必要がある

場合、副本で構造計算を再計算が必要になる。

           構造図が無い場合は、天井点検口類を設け天井裏

の構造体サイズを調査する。鉄筋断面が確認できな

い鉄筋コンクリートの場合は、用途変更で構造的な

安全検証が出来ない。

〔その他 注意点〕

１ 構造の安全検証が必要な用途変更

１） 用途には構造計算する積載荷重が法律で定められてる。

   荷重は右側が重くなります。

軽い：住宅＜事務所＜店舗売り場。重い。

   荷重も「 床･柱梁・地震」で荷重が微妙に変ります。
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   【事例： 住宅から事務所に変える場合は積載荷重が増加するので

       構造の安全検証が必要で、検証した結果用途変更が出来ない

場合もあります。】

２ 既存不適格建築物（注釈参照）の一部用途変更

既存遡及（注釈参照）がかかり、 思わぬほど調査費・行政交渉時間・工

事費がかかることがあります。

  既存不適格があるか否かは建物の竣工時からの法規の改正項目を調査

し対象を重点的に調査します。

【既存不適格とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法改正

等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のこと。

既存遡及とは、現行法規を既存に適用をすること。

３ 既存不適格建築物の増改築等

確認申請が必要です。

既存部分については現行法の既存遡及がある。

遡及には緩和が有るが、予想外に調査費と工事費用がかかる。

既存不適格建築物の増改築、大規模な修繕・模様替に係る緩和措置】

        

４ 既存遡及でネックになる新法

現行法の遡及で（国）バリアフリー新法・(例えば地方条例の都の場合)

建築物バリアフリー条例（注釈参照）がネックになる事があるので優先

して検討を要する。

【注釈参照：建築物バリアフリー条例とは東京都が、バリアフリー法に基づき
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制定した条例。例えば東京都の規制の一部は困難な内容もあります。

下図の例では飲食店舗は床面積 500 ㎡超で義務つけられます。

飲食店ビルで飲食店が 500 ㎡超えた場合は対称になる。

エレベーターはかごの昇降路の改修等が必要になる。

（その他に エレベーターは改修項目がある。）

廊下は幅が 140ｃｍ必要。 階段は傾斜がきつい場合は適合しない。
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５ の用途変更に増改築等の確認申請が必要な建物

   事例で説明します。

【事例： 住宅、鉄筋コンクリート造、３階建て、耐火構造。今回増築をする。現在

進行中の案件】   

建物状態の問題点：現況はすでに１～２階を 100 ㎡以内で事務所に用途変

更してある。

         検査済み証受理後にカーポート（屋根あり）を建築し、  

       道路斜線にあたる。

資料の問題点：  確認申請書（表書） → 有る。

         確認申請書副本 行政の受理印図書 → 無い。

                 法規上の必要記入色塗り図書→無い。

         構造計算書 → 無い。

         竣工図（注釈参照） → 有る。

検査済証写 → 有る。

  【竣工図とは、工事中に発生した設計変更などをもとに設計図を修正し、
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実際に竣工した建物を表した図面のこと。確認申請済証の副本とは、表記

が異なる。】

申請上の問題点： ①以前に一度無届けの改修工事が行われてるので、

それについては建築基準法 12条 5項の変更申請を出

す必要になる。

②竣工図には法規チェックの記載が全く無いため、民間

の審査機関と打ち合わせ、「既存の確認申請図を一式

作成した後に、審査機関による検査を受けるプロセス」

が確認申請の前に発生する可能性がある。

③増築確認申請および用途変更届けのプロセスにおい

て既存構造計算書がないので、再度既存部分の構造

計算をしなおして構造計算書を作り、安全性を確認し

たことを示す書類が必要となる。但し 既存部分の住

宅は事務所に変更している為に、積載荷重を増して計

算します。構造体の補強では難しい時は安全検証が不

可能になります。       以上


